
（様式２） 

 

地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号）第 234 条第 2 項、地方自治法施行令（昭

和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号）第 167 条の 2 第 1 項第 5 号及び横浜市契約事務委任規則第

4 条第 4 項第 2 号により次のとおり随意契約を締結したので、その概要を公表します。 

 

令和 4 年 11 月 2 日 

横浜市契約事務受任者 

横浜市教育次長 木村 奨 

 

１ 契約の概要 

  美術室給水管漏水修繕 

令和 4 年 10 月 12 日、地下に埋まっている配管から水漏れし、美術室外のコンクリ

ート地面の切れ目３箇所から水が溢れ出しました。漏水している配管の元のバルブを

閉めたところ、美術室と体育館のトイレで水が使えなくなり、教育活動に多大な影響

を及ぼしていました。管業者によると、見た目だけでは漏水箇所の特定ができないた

め、見積書を作成するためには、コンクリートを掘り起こさなければならないという

ことでした。最も効率的に直す方法は、見積書を作成する前の下見で、コンクリート

を掘り起こして漏水箇所を特定すると同時に配管を交換する方法であったため、令和 4

年 10 月 13 日緊急契約を交わし、同日、工事着手、完了しました。 

 

２ 履行（納品）場所 

横浜市青葉区千草台５０番地の１ 

 横浜市立緑が丘中学校 

 

３ 契約日 

令和 4 年 10 月 13 日 

 

４ 履行日又は履行期間 

 令和 4 年 10 月 13 日 

 

５ 契約金額 

  267,300 円 

 

６ 契約の相手方（名称及び所在） 

  横浜市西区久保町４番１２号 

 三ツ矢設備工業株式会社 

 

７ 当該随意契約を行わざるを得なかった理由 

  工事着手前に見積書を作成してもらうのが困難だったため。 

 



８ 契約の相手方の選定理由 

有資格者名簿に登録されている会社であり、学校の修繕に精通しており、迅速な対

応ができることから選定しました。 

 

９ 所管 

  横浜市立緑が丘中学校 


